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管
内
町
村
職
員
採
用
資
格
試
験

を
次
に
よ
り
行
い
ま
す
の
で
、
受

験
希
望
者
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
試
験
案
内
及
び
申
込
書
を
ご
希

望
の
方
は
、
総
務
課
ま
た
は
留
萌

町
村
会
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
第
１
次
試
験
　

　
平
成
　
年
７
月
　
日（
日
）

２７

２６

■
受
験
会
場

　
羽
幌
町
中
央
公
民
館

■
試
験
区
分

　
上
級
職
（
一
般
事
務
）

■
申
込
受
付
期
限

　
平
成
　
年
６
月
　
日（
月
）

２７

２２

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
留
萌
町
村
会

　
　
　
　
　（
留
萌
合
同
庁
舎
内
）

　
緯
　
倆
４
４
５
６

４３

　
平
成
　
年
６
月
１
日（
月
）か
ら

２７

平
成
　
年
９
月
　
日（
水
）の
期
間

２７

３０

中
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
に
よ
り
職
員
の

「
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
等
軽
装
」
を
実

施
し
ま
す
。

　
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

◆
住
宅
新
築
等
助
成
金
　

　
町
内
に
自
ら
定
住
す
る
目
的
で
、

町
内
業
者
の
施
工
に
よ
り
「
住
宅

を
新
築
す
る
方
」・「
住
宅
を
増
改

築
す
る
方
」・「
空
き
家
を
購
入
し

改
修
す
る
方
」
へ
の
助
成
制
度
で

す
。
　
か
か
っ
た
費
用
が
　
万
円
以
上

５００

の
も
の
を
対
象
（
空
き
家
の
購
入

費
用
含
む
）
と
し
、
費
用
の
　
％
２０

以
内
で
　
万
円
を
上
限
に
助
成
し

３００

ま
す
。

◆
住
環
境
整
備
費
助
成
金

　
町
内
業
者
の
施
工
に
よ
り
「
住

宅
の
改
修
を
す
る
方
」
へ
の
助
成

制
度
で
す
。

　
か
か
っ
た
費
用
が
　
万
円
以
上

５０

の
も
の
を
対
象
と
し
、
費
用
の
　２０

％
以
内
で
　
万
円
を
上
限
に
助
成

３０

し
ま
す
。

※
ど
ち
ら
の
制
度
も
着
工
前
に
申

請
が
必
要
で
、
平
成
　
年
４
月

２７

１
日
か
ら
平
成
　
年
３
月
　
日

３０

３１

ま
で
に
完
成
す
る
も
の
が
対
象

で
す
。

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
生
活
環
境
課
管
理
係

　
　
　（
内
線
２
４
５
・
２
４
６
）

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

ク
ー
ル
ビ
ズ
を
実
施
し
ま
す

平
成
　
年
度
留
萌
管
内
町
村

２８

職
員
採
用
資
格
試
験
の
ご
案
内

○特別弔慰金の趣旨

　戦後70周年に当り、国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改め

て弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年５万円に増額すると

ともに、５年ごとに国債を交付することとしています。

○支給対象者

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１日（基準日）において、『公務扶助料や遺族年金』等

を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象と

なります。

１．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

２．戦没者等の子

３．戦没者等の

　　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時まで、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番

が入れ替わります。

４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥・姪等）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容

　額面25万円、５年償還の記名国債

○請求期間

　平成27年４月１日から

　平成30年４月２日まで

　（請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。）

◎問い合わせ・請求窓口

　保健福祉課福祉係（内線272）

戦没者等のご遺族の皆様へ
～第十回特別弔慰金が支給されます～

住
宅
助
成
金
制
度
に
つ
い
て


